
【インフルエンザの出席停止期間について】       今治東中等教育学校 保健室 

 インフルエンザと診断された場合、原則として、発症後、5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで

が期間となります。熱が出た日はカウントせず、翌日から 1 日目と数えます。朝熱が下がっていても日中

熱が上がる場合は、熱が下がったとしません。完全に熱が下がるまで療養することが大切です。 

 ※熱が長引く場合は、５日を経過していても出席停止の期間は終わりません。自己判断で出てくることの

無いよう、迷う場合は学校へ御連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

抗インフルエンザ薬の効果で、体内にウィルスが残っていてもすぐに熱が下がり、熱が下がって２日を過

ぎただけでは感染力が続く可能性が高いため、このように改められています。 

対角線上に窓を

開けてこまめに

換気することも

大切です。 

 

 インフルエンザの場合、前期生、後期生とも保護者が記入する「学校感染症罹患届」が必要です。学校

HPのトップページ左側にあるダウンロード＞各種様式＞保健室「学校感染症罹患届」のリンクからDLす

ることもできます。後期生はHRノートにある「第二種の感染症の場合に使用」の様式を使用してもかま

いません。 


